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通信プラットフォーム研究会

８月２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月

第１回
・現状と課題
・検討アジェンダ（案）

第２～５回
・オブザーバのプレ
ゼンに基づく自由
討議

第７回（9/9）
・検討の方向性

（第２次案）

第８回(9/30)
・報告書案

第９回(1/22)
・報告書
取りまとめ

提案募集

（07年10～11月）

相田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授
佐藤 治正 甲南大学経済学部教授
依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授
江崎 浩 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
太田 清久 株式会社ＳＯＺＯ工房取締役パートナー
会津 泉 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所副所長
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科准教授
森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授
藤原 まり子 博報堂生活総合研究所客員研究員

後藤 幹雄 日本文理大学経営経済学部教授
河村 真紀子 主婦連合会常任委員
東海 幹夫 青山学院大学経営学部教授
野原 佐和子 イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所客員教授
北 俊一 野村総合研究所 上級コンサルタント
津坂 徹郎 バークレイズ・キャピタル証券 アナリスト
舟田 正之 立教大学法学部教授

検討スケジュール

意見招請

オブザーバが参画

第６回
・検討の方向性

（第１次案）

構成員

オブザーバ
荒川 亨 株式会社ACCESS
大橋 功 イー・モバイル株式会社
佐藤 浩行 株式会社インデックス
岩浪 剛太 株式会社インフォシティ
平澤 弘樹 株式会社ウィルコム
澤田 純 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
加藤 薫 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
藤田 一夫 グーグル株式会社
長尾 毅 KDDI株式会社
森 克実 株式会社ジェーシービー
資宗 克行 情報通信ネットワーク産業協会

弓削 哲也 ソフトバンクモバイル株式会社
小林 善和 社団法人テレコムサービス協会
福田 尚久 社団法人テレコムサービス協会MVNO協議会
渡邊 武経 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
上田 正尚 社団法人日本経済団体連合会
小縣 方樹 東日本旅客鉄道株式会社
楠 正憲 マイクロソフト株式会社
三浦 正晶 三井物産株式会社
岸原 孝昌 モバイル・コンテンツ・フォーラム事務局
別所 直哉 ヤフー株式会社
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コンテンツ・アプリケーション市場の拡大、ビジネスモデルの多様
化、利用者利便の向上を実現。

プラットフォームのイメージ

認証・課金

通信
ネットワーク

利用者

コンテンツ等

ネット経由でコンテンツ等を

購入する場合、正しい契約
者であることを確認（認証）
し、コンテンツ等の購入代金
を回収（課金）する機能。

プラットフォーム

プラットフォームに関する課題

プラットフォーム間の相互運
用性に問題。

（例：番号持ち運び制度があっても、コ
ンテンツの継続利用ができない。）

プラットフォームの担い手の
多様性に問題。

（例：携帯電話でのコンテンツ購入の
際のクレジット決済や電子マネー決

済に制約がある。）

認証・課金機能の多様化等によって、どのネットワーク経由でも
自分の選択した決済手段でコンテンツ等を購入できる環境を整備。
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通信プラットフォーム研究会報告書（案）のポイント

プラットフォームの多様性の確保

携帯事業者は自らが提供するポータルに限って認
証・課金機能を提供（それ以外のポータルでは、認
証・課金機能があまり提供されていない。）。

携帯事業者以外の事業者がアクセス簡単なポータルサ
イトや認証・課金等を競争的に提供するモデルの実現の
ため、民間フォーラムを開催（☞０９年夏を目途に一定の
結論）。

番号持ち運び制度の利用者は全体の加入者の約５．
８％（メールアドレスやコンテンツの引き続きの利用が
できない）。

メールアドレスやコンテンツを携帯事業者を変更しても引
き続き同一のものを使えるような環境整備を検討（☞研
究会等において０９年中を目途に結論）。

各携帯事業者ごとにコンテンツを作り込む必要があり、
アプリケーションの作動環境が異なる（コンテンツ事業
者にとって作動検証の時間とコストが負担）。

３．９Ｇの商用サービスの開始時期を念頭に置きつつ、端
末間の互換性の向上に向け、既存のフォーラムの活用な
どを視野に入れながら、可能な限り速やかに協議を開始。

プラットフォームの相互運用性の確保

各携帯事業者ごとに、あるいは、各コンテンツごとに
異なる認証基盤を構築（利用者にとって異なるＩＤでア
クセスする手間）。

各認証基盤を仮想的に連携させ、あたかも一つの認証
基盤を使っている（ひとつのＩＤでどのネットワーク、コンテ
ンツでもアクセス可能）かのような仕組みを構築するため、
関係者によるフォーラムの開催（☞実証実験などを実施、
０９年度中に一定の結論）。

その他の検討課題

コンテンツの配信効果を十分に計測する手法が確立
していない。

コンテンツ配信効果の計測手法について、民間主体の
フォーラムを開催し、技術的課題や制度的課題を検討。

ライフログ（購買履歴やアクセス記録）を基に個人の
特性を踏まえたサービスや広告を提供（プライバシー
侵害の懸念）。

個人情報保護などの基本的なルールの検討（☞研究会
等において０９年夏を目途に一定の結論）。
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移動系
通信キャリア

プラットフォームの相互運用性・多様性の確保に係る基本的視点

端末レイヤー

通信レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

ベンダー等

固定系
通信キャリア

コンテンツプロバイダ等

プラットフォーム
を軸とした

好循環モデルの創出

市場の統合化

他業態から
の参画
（新しい

事業モデル）

多様なビジネスモデルの創出

利用者利便の向上

インターネット

プラットフォームの
相互運用性・多様性

Ｎ
Ｇ
Ｎ
等



モバイルプラットフォームの多様化

■携帯事業者以外の事業者がアクセス簡単なポータルサイトや認証・課金等を競争的
に提供するモデルの実現できるよう環境を整備する。

■関係事業者等（携帯事業者、コンテンツプロバイダ、学識経験者等）で構成する民間
主体のフォーラム「モバイルプラットフォーム協議会（仮称）」を設け、携帯事業者と他の
プラットフォーム事業者（競争ポータル運営者）との間の契約において規定すべき事項
や利用者保護のための利用環境整備を推進。

６

公式ポータル
（事業者管理）

一般ポータル
競争ポータル
（管理者Ａ）

競争ポータル
（管理者Ｎ）

認証・課金

ＣＰ ＣＰ

複数のサイト管理者による選択を可能にする（コンテンツ配信経路の多様化）

カード会社等
による認証・
課金サービス

の提供

認証・課金機能の提供主体
の多様化

一定の運営基準を満たす競争ポータルへの
認証・課金機能の提供

事業者が承認 管理者Ａが承認 管理者Ｎが承認

リンクアウトの
柔軟性の確保

アクセス容易性は
公式ポータルと同等

アクセス容易性
が劣後



公式ポータル
（事業者管理）

一般ポータル

認証・課金

ＩＳＰ

ネットワーク

ＣＰ

モバイル・コンテンツ・プラットフォーム運用方針の透明性の確保等

端 末

公式ポータル・競争ポー
タルのコンテンツ掲載基
準の透明性の向上

公式ポータルから競争
ポータルへのリンク（リン
クアウト）の実現

位置情報の提供基準の
明確化（公式ポータル・競
争ポータル）

コンテンツ配信機能（音
楽・ニュース配信等）の提
供の柔軟性の確保（公式
ポータル・競争ポータル）

端末ＡＰＩ等の互換性の向
上に向けた検討

携帯事業者

✔「モバイルプラット
フォーム協議会」
（前頁参照）におい
て、コンテンツ掲載
基準、リンクアウト、
位置情報の提供、コ
ンテンツ配信機能
等の在り方に関す
る基本的考え方を
整理し、標準運用ガ
イドラインを策定（０
９年夏を目途に一
定の結論）。

✔端末ＡＰＩ等の互
換性向上に向け、３．
９Ｇの商用サービス
開始時期を念頭に
置きつつ、関係者間
で構成する既存の
フォーラム等におい
て協議を開始。

競争ポータル

（プラットフォーム
事業者管理）

７

携帯事業者
が承認 プラットフォーム

事業者が承認



コンテンツ

携帯事業者の変更を容易にする施策

携帯事業者
Ａ社

携帯事業者
Ｂ社

メール
アドレス

Ａ社からＢ社に契約者が
移動する際、契約を一旦
解除することが必要（ポイ
ントや蓄積データもゼロク

リアされる）。

ＭＮＰ

（同一番号
で移行）

ＰＣ等で利用している
メールアドレスのプッシュ

配信は原則不可。

自分の選択した
メールアドレスを継
続的に利用可能に。

携帯事業者を変更
してもコンテンツの
契約は継続可能に。

メールアドレスやコンテンツの利用
の柔軟性の向上を含む携帯事業者
の変更を容易にする施策を検討す
る場（研究会等）を設置。（０９年中

を目途に結論）
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仮想的・共通的な認証基盤の構築

認証基盤の相互運用性確保

■ＩＤ管理技術については、現在、各方面で検討が進展。まずは民間主体の動向を注視
することが必要。他方、認証基盤の在り方について関係者間で取組の方向性に関する
ビジョンの醸成、解決すべき課題の共有化などを図り、その上で解決に向けた取組を
進めていくことが必要。

■行政当局において関係者で構成する「認証基盤連携フォーラム（仮称）」を設置。
○各認証基盤の連携強化に向けたインターフェースの在り方等について検討。
○実証実験の実施

ＮＧＮ
等

（Ａ社）

ＮＧＮ
等

（Ｂ社）

ＣＡＴＶ
網

（Ｃ社）
インターネット

移動
通信網
（Ｘ社）

移動
通信網
（Ｙ社）

移動

通信網
（Ｚ社）

リバティアライアンス、
OpenID等

コンテンツ・アプリケーション

利用者（共通ＩＤで認証可能）

コンテンツ等の配信チャネルの多様化
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プラットフォームの相互運用性・多様性の確保の効果

ＭＮＯ１ ＭＮＯ２ ＭＮＯ３

(各ＭＮＯに対応した)
携帯端末

ＭＶＮＯ
（ＭＶＮＥ）

認証基盤の連携

ＣＰ

固定網

携帯端末

サービス提供者

フェムト
セル

ＰＣ

移動網

認証基盤の連携

■固定網・移動網を問わないプラットフォーム機能（認証機能）の相互運用性・多様性の
確保によってコンテンツ配信の多様化が実現するほか、
○複数のＭＮＯネットワークを介したＭＶＮＯの登場
○固定（ＦＶＮＯ）と移動（ＭＶＮＯ）のシームレスサービスを提供するｘＶＮＯの登場
などを期待。
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その他の市場環境整備の在り方

■コンテンツ配信効果の計測手法の構築を図ることにより、コンテンツのネット配信の効果
を計数的に把握することが可能となり、コンテンツ配信におけるＢ２Ｂ２Ｃモデル（広告に
よる収益モデル）を、より精緻に組み立てることが可能。

■コンテンツ配信効果の計測の在り方は民間主体で行うべきであるが、関係者（通信事

業者、広告関連事業者、広告主、学識経験者等）の参画を得た「コンテンツ配信フォーラ
ム（仮称）」を開催し、コンテンツ配信効果の計測の在り方についての技術的課題や制度
的課題を検討。

■コンテンツ配信効果の計測の在り方の検討

■ライフログを活用した事業等の展開に関する基本的ルールの検討

■利用者が承認した程度に応じて、ライフログ等（個人の属性、購買履歴、位置情報等）を
活用したサービスの利便性を利用者が享受でき、個人情報の提供の程度は利用者個
人が自ら、かつ希望するタイミングで自由に管理可能な仕組みが整っていることが必要。

■ライフログ等を活用した事業展開を行う場合の基本的ルールについて関係者で構成す
る検討の場（研究会等）を設置し、０９年夏を目途に一定の結論。
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